
福井市児童館職員募集要項  

 
  福井市社会福祉協議会では、令和８年５月から勤務する福井市児童館職員を次のとお

り募集する。 

    令和８年４月１日 

                                          社会福祉法人 福井市社会福祉協議会 

                                            〒910-0018  福井市田原1丁目13番6号 

                                          電  話    (０７７６)２６－２００５ 

 

 

  １  募集人員、及び職務内容 

 
 

募 集 人 員 

 

                  職 務 内 容 

 

 
 

児 童 館 長（１名） 

・各種報告書（月報を含む）の作成並びに支援員の給与 

計算等に係る事務処理 

・児童館運営の統括、児童館・放課後児童クラブでの児童 

の健全育成及び支援（児童厚生員兼務） 

児童厚生員（４名） 
・簡単な会計事務やおたより作成などの一般事務 

・児童館・放課後児童クラブでの児童の健全育成及び支援 

 

  ２ 勤務地   

    ≪児童館長≫  福井市内児童館（春山地区） 

   ≪児童厚生員≫ 福井市内児童館（清明、麻生津、社北、美山地区） 

      

  ３  応募資格 

 ≪児童館長≫ 

  （１）下記（注）のいずれかに該当する者。 

  （２）１週につき２９時間３０分～３０時間勤務できる者であること。 

  （３）児童福祉及び教育に関する識見と豊富な経験を有し、児童を愛しかつ明朗で指

導力に優れた者であること。 

  （４）普通自動車運転免許を取得していること。（採用予定日までに取得する者も含む） 

  ≪児童厚生員≫ 

（１）下記（注）のいずれかに該当する者。 

  （２）１週につき２９時間３０分～３０時間勤務できる者であること。 

  （３）児童福祉及び教育に関し、深い理解と情熱を有し、児童を愛しかつ明朗で指導

力に優れた者であること。 

  （４）普通自動車運転免許を取得していること。（採用予定日までに取得する者も含む） 

 

（注）①保育士の資格を有する者。 

   ②社会福祉士の資格を有する者。 

   ③小、中、高等学校、中等教育学校もしくは幼稚園の教諭となる資格を有する  

    者又は大学において心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修 

    する学科等を卒業した者。 

   ④高等学校を卒業した者等で、２年以上児童福祉事業に従事した者。 

   ⑤知事が行う「放課後児童支援員認定研修」を修了した者。 



４  勤務条件 

  （１）身 分    社会福祉法人 福井市社会福祉協議会非常勤職員 

  （２）給 料 等 ア  基本賃金  月額１４５，９００円 

イ  館長手当 月額  １４，６９０円 

ウ  主任支援員手当 児童館長  月額 １２，０００円 

 児童厚生員 月額 １１，０００円 

エ  特別勤務手当 ７時４５分～８時３０分 １５分ごとに２８０円 

 １８時～１８時３０分  １５分ごとに２８０円 

（３）昇 給    あり 

  （４）期末手当    年２回（現行２.４ヵ月。※１年目は１．５６ヵ月） 

  （５）諸 手 当    通勤手当 

  （６）退職手当    なし 

  （７）勤務時間    １週２９時間３０分または３０時間勤務 

                     （１週５日勤務  １日６時間又は５．７５時間） 

（８）雇用期間    令和８年５月１日～令和９年３月３１日（更新する場合もあり） 

 ≪児童館長≫ 

 日・祝日および毎週月曜日を除く各曜日の１２時から１８時（若しくは１８時  

 ３０分）までの勤務とする。 

 ただし、土曜日並びに小学校の長期休業期間の火曜日については、７時４５分か  

 ら１４時３０分（または８時３０分から１５時１５分）までの勤務とする。 

   ≪児童厚生員≫ 

 日・祝日および毎週水曜日又は金曜日を除く各曜日の１２時から１８時（若しく

は１８時３０分）までの勤務とする。ただし、小学校の長期休業期間を除く第一

土曜日若しくは第三土曜日は９時３０分から１６時１５分までの勤務とする。ま

た、長期休業期間の水・木曜日または月・金曜日については７時４５分から１４

時３０分（または８時３０分から１５時１５分）までの勤務とする。 

  （９）休 日 

   ≪館長≫ 

 日曜日、月曜日、国民の祝日および年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

   ≪児童厚生員≫ 

 日曜日、水曜日または金曜日のいずれか１日及び国民の祝日および年末年始 

（１２月２９日から１月３日まで） 

  （10）休 暇    年次有給休暇および病気休暇等の特別休暇 

  （11）社会保険    雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金の適用あり 

   

  ５  応募・選考要領 

  （１）応募受付締切 応募は随時受け付けます。 

 ※募集人員に達した時点で募集を締め切ります。 

  （２）応募受付窓口 社会福祉法人 福井市社会福祉協議会 総務企画課 

 福井市田原１丁目１３番６号  フェニックス・プラザ１階 

 （受付時間は土・日・祝日を除く８時３０分から１７時 １５分まで） 

  （３）応募方法 ①「福井市児童館館長採用申込書」または「福井市児童館児童 

厚生員採用申込書」（所定の様式）に必要書類を添えて、 

直接持参または郵送すること。 

 ②申込時に教員免許状・保育士資格等の免許状（原本）また 

 は免許取得を証明するもの（大学に在学中の方は、「教育職  



 員免許取得見込み証明書」等並びに「卒業見込み証明書」） 

 を持参すること。（申込み時に確認） 

  （４）選考要領 面接 

 実施日 日時・場所は応募者宛に通知。 

  （５）採 否 面接終了後１週間以内に文書で通知。 

  （６）児童館職員予定者研修 

 児童館職員採用内定者を対象に研修を実施します。本研修受講を採用の要件と 

 いたします。    

 日時、場所等詳細は採用内定者宛に通知。日時、場所等詳細は採用内定者宛に通知。 

  （７）問い合わせ先 福井市社会福祉協議会 総務企画課 

         採用担当者（℡２６－２００５） 

 

※「福井市児童館館長採用申込書」「福井市児童館児童厚生員採用申込書」に記載される 

 情報は福井市児童館職員を選考することを目的に応募者から提出を求めているもので 

あり、この情報を目的以外のことには使用いたしません。取り扱いに関する詳細は、別 

途定めるプライバシーポリシーをご参照ください。(プライバシーポリシーはホームペー 

ジに記載及び当会の事務局内に掲示) 

  

 


